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   新型インフルエンザに関する対応について（第１１報） 
 
 このことについて、文部科学省から別添（写）の平成２１年８月２６日付け 
事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について（第１１報）」が送付さ 
れました。 
 第１１報によると、平成２１年６月２６日付け文部科学省事務連絡（第８報） 
で示された「学校における新型インフルエンザクラスターサーベイランスの流 
れ」（以下「サーベイランスの流れ」という。）が８月２５日付けで改定され 
たとあります。 
 つきましては、「サーベイランスの流れ」については、下記のとおり対応願 
います。 
                  記 
１ 送付物 
  文部科学省平成２１年８月２６日付け事務連絡「新型インフルエンザに関 
 する対応について（第１１報）」 
２ 「サーベイランスの流れ」についての対応 
（１）保健所への報告 
  保健所への報告については、生徒指導・健康教育室が平成２１年８月 
２５日付けで送付した「学校における新型インフルエンザ・クラスターサ 

ーベイランスについて（依頼）」に基づき対応願います。（第１１報による 
変更はありません） 

（２）保健所からの要請への協力 
  第１１報の「サーベイランスの流れ」に基づく保健所が実施する対策に 

ついての協力をお願いします。 
３ その他 
  第１１報では、第８報の「サーベイランスの流れ」に記載されていたＰＣ 
 Ｒ検査に関する事項が無くなっています。これは、厚生労働省の省令改正に 
 基づくもので、８月２７日（木）からクラスターサーベイランスにおけるＰ 
 ＣＲ検査は、原則行わないことになります。 
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